
　物価高騰により特に負担が大きい低所得世帯（住民税
非課税世帯）を支援するため、給付金が支給されます。
●支給対象
　基準日（令和５年12月１日）に本市に住民登録があ
　り、令和５年度分住民税均等割が世帯員全員非課税
　である世帯
※課税世帯の税扶養に入っている被扶養者のみで構成
　される世帯を除く
※本市や他自治体から、すでに７万円の給付金を受け
　取った世帯は対象となりません。
●支給額　1世帯あたり7万円
●手続き
　対象となる世帯（手続き不要の先行給付世帯を除　
　く）には順次案内書類を送付しています。
　詳しくは、送付した案内文書や右の二次
　元コードから市のホームページをご確認
　ください。
●申請期限　２月29日（木）
●申請・問合せ　福祉課　☎33-5619　

　の有意義な訓練が行われました。災害は今
や、いつ、どこで、どんな形で起こるか予測
がつきません。本市においても常に危機意識
を持ちながら、引き続き災害に備える体制強
化に努めてまいります。
　12月には、京都市で開催された第35回全国
高校女子駅伝において、鹿児島県の代表であ
る神村学園がすばらしい快走を見せ、５年ぶ
り２度目の優勝を果たしました。選手全員で
たすきをつなぎ、最後まで諦めず、ゴール前
での大逆転という結果に大きな感動と勇気を
いただきました。

　こうして振りかえってみると、市民の皆様
の「まち」への想いと行動が、人をつなぎ、
地域を支えていることを改めて実感する一年
であったと思います。
　これからも、この地にある素晴らしい自然
環境や人のつながり、先人が築いてきた地域
の伝統、文化など価値ある貴重な資源や特性
に磨きをかけ、地域の発展を目指していきた
いと考えております。

■新年を迎えて　　　　　　　　　　
　令和６年を迎え、何としても人口減少・少
子化の流れに歯止めをかけ、未来を見据え、
持続可能なまちづくりを進めていかなければ
ならないと決意を新たにしております。
少子化対策は、その効果が現れるまでには一
定の時間が必要であり、息の長い取り組みが
求められます。「子どもは社会全体で育て

る」との観点から、子育て支援策の柱とし
て、保育料の完全無償化や学校給食費の無償
化、子ども医療費の無償化による経済的負担
の軽減を図るとともに、放課後児童クラブや
ファミリーサポートセンターの充実のほか、
長崎鼻公園リニューアル事業の推進など、さ
まざまな面からの子育て環境の整備を進めて
まいります。また、少子化の大きな原因とさ
れる若者の未婚晩婚化については、出会いの
機会の提供とともに結婚を支援するさまざま
な方策に取り組んでまいります。
さらに、「選ばれるまち」となり、人口減少
に歯止めをかけるためには、我がまちの資
源、強み、特色を磨き上げ、本市の魅力とし
て最大限に尖らせていくことが大切であると
考えます。海とともに栄え発展してきた我が
まちの歴史を踏まえながら、資源を生かし、
本市ならではの魅力・強みに磨き上げ、独自
性のある活性化策を練り上げてまいります。
市民生活・経済活動はコロナ禍から少しずつ
回復しつつありますが、引き続き、エネル
ギー・物価高騰による影響を受け厳しい状況
にあることから、国県の施策に呼応しながら
対策を進めてまいります。
行政への需要が広範かつ多様化している中
で、さまざまな分野における官民協力や地域
間連携、政策間連携を図りながら、誰もが健
康で心豊かな生活が送れ、次代を担う子ども
たちのために、夢と希望に満ち、活気あふれ
る、いちき串木野市のまちづくりを市民の皆
様とともに進めてまいります。
　市民の皆様には一層のご理解とご協力をお
願い申し上げますとともに、本年が皆様に
とって幸多き素晴らしい年となりますことを
心より祈念いたしまして、新年のあいさつと
いたします。

　市民の皆様におかれましては、健やかに輝
かしい希望に満ちた新年を迎えられたことと
心からお慶び申し上げます。また平素より、
市政に対し深いご理解ご支援ご協力を賜って
おりますことに対し、年頭にあたり厚くお礼
申し上げます。新年を迎え、愛する郷土"いち
き串木野"を、未来に誇りをもって引き継ぐこ
とができるよう、一段の躍進を期して、市政
発展に邁進することをお誓い申し上げます。

■昨年を振り返って
　我が国における人口減少・少子高齢化は本
市においても急速に進行しており、中でも今
後の社会機能の維持とまちの活力を考えた場
合、最大の課題は少子化であると考えます。
このため、令和５年度を「人口減少・少子化
緊急対策元年」と位置づけ、これからの社会
を担っていく「子どもや若者」を中心とした
施策に重点的に取り組んでまいりました。少
子化対策として、０～２歳児の保育料の無償
化をはじめ、結婚活動支援補助金などの若者

の出会いから結婚、妊娠、出産、子育てま
で、それぞれの段階におけるしっかりとした
サポートの充実と子育てしやすい環境整備を
図っております。また、まちの魅力づくり、
特色の磨き上げとして、薩摩スチューデント
奨学プログラムの創設や特色ある多文化共生
の施策を展開し、「このまちで子どもを育て
たい」「住んでみたい」と選ばれるまちづく
りに取り組んでいるところであります。
　さて、昨年の本市の出来事を振り返ります
と、１月には、全国高等学校サッカー選手権
大会で神村学園高等部男子サッカー部が鹿児
島県勢として14大会ぶり、神村学園としては
16大会ぶりにベスト４まで勝ち上がり、サッ
カーの聖地国立競技場のピッチで神村学園イ
レブンが躍動しました。　
　３月には、本市で育つ子どもたちが安心し
て勉学に励むことができるよう、さらには薩
摩藩英国留学生のように学校卒業後に本市に
戻り活躍してくれることを願い、実質的に返
済を免除する給付型奨学金制度となる薩摩ス

チューデント奨学プログラムを創設し、鹿児
島相互信用金庫と連携協定を締結しました。
　４月には、本市の春の風物詩である串木野
浜競馬が４年ぶりに開催され、ポニーのかわ
いらしいレースやサラブレッドが砂浜を颯爽
と駆け抜ける迫力あるレースに、市内外から
訪れた多くの観客から大きな歓声が響きまし
た。

　５月には、市民と市職員で構成する「2040
年のまちを考える会」が１年間かけて検討し
てきた事業プランの報告がありました。「産
業・雇用」「子育て出産・教育」「高齢者・
医療・健康・福祉」「地域・移住・定住」の
４つのグループから提案された貴重な意見や
アイデアを活かしながら今後も取り組みを進
めてまいります。
　６月下旬から７月初旬にかけて、本市の姉
妹都市であるアメリカ・サリナス市との交流
が４年ぶりに再開され、サリナス市からの訪
問団（高校生９名、引率２名）が本市を訪れ
ました。訪問団は市内の各学校で子どもたち

と交流を深め、また、市内事業所でさまざま
な体験活動を行いました。引き続き交流を深
めてまいります。
　８月には、夏の甲子園で神村学園高等部硬
式野球部が大活躍をし、鹿児島県勢として17
年ぶりのベスト４進出を果たしました。準決
勝の仙台育英戦では市民文化センターにパブ
リックビューイングを設け、選手たちの熱い
プレーに多くの市民の皆さんとともに一生懸
命に声援を送りました。惜しくも決勝進出は
叶いませんでしたが、多くの勇気と感動を届
けてくれました。今後のさらなる活躍を期待
しています。
　10月には、新型コロナウイルス感染症の影
響により延期となっていた「燃ゆる感動かご
しま国体・かごしま大会」が開催され、本市
総合体育館で成年男子バレーボール競技、少
年女子バスケットボール競技、車いすバス
ケットボール競技が行われました。選手の皆
さんの迫力ある熱戦を一目見ようと、多くの
観客が訪れ、大会役員やボランティアの方々
の協力をいただきながら、「国体」と名の付
く最後の大会を大いに盛り上げてもらい、無
事終了することができました。

　11月には、荒川地区で、「大雨による土砂
災害の危険性が高まった」と想定した総合防
災訓練を実施しました。住民参加型の心肺蘇
生・AED取扱訓練や消防隊員による倒壊家屋
救出訓練、炊き出し訓練など、実戦さながら

　市立ハローワークとハローワーク伊集院が共催で、
「おしごと合同企業面談会」を開催します。就職への
きっかけ作りになる面談会です。ぜひ、ご参加くださ
い。
●日　時　１月30日（火）13：30～15：30
●場　所　いちきアクアホール
●内　容　企業ブースを自由に尋ね相談する面談会です。  
　　　　　その後の正式選考（面接）に繋がります。
●定　員　30名（申込制）
※参加企業は、今月中旬以降ホームページ、市公式　
　LINE等でお知らせします。
●申込・問合せ　市立ハローワーク　☎26-1191

「おしごと合同企業面談会」参加者募集

お知らせ版
イベント お知らせ申請・募集

Information

　春の千本桜で市内外の方を問わず親しまれている観
音ヶ池。親子で桜の植樹体験をしてみませんか。
●日　時　１月27日（土）9：00～12：00
●場　所　観音ヶ池市民の森交流センター
●参加料　2,000円
●募集定員　小中学生10名程度
　　　　　（保護者同伴）※先着順
●実施内容　ネームプレート作成、桜の植樹、
　　　　　植えた桜にネームプレートをつける
●申　込　右上の二次元コードからお願いします。
●申込期限　１月21日（日）
●問合せ　シティセールス課　☎33-5640

　令和６年１月１日より、路線バス羽島土川線のルー
トが変更され、図のとおり、荒川バス停が移設されて
います。また、ダイヤの変更はありませんが、一部運
賃の変更があります。スクールバスについては、これ
まで通りバス停の変更はありません。市民の皆様のご
理解とご協力をよろしくお願いします。
●位置図

●問合せ　鹿児島交通株式会社　☎099-254-8970
　　　　　水産商工課　　　　　☎33-5638

路線バス羽島土川線バス停の移設

物価高騰重点支援給付金

「植樹体験in観音ヶ池」参加者募集！

　令和６年１月１日より、地域間幹線系統バス路線
（上川内・鹿児島線）及び高速バス「こしきじま号」
の運賃変更が行われています。
　詳しくは、お問い合わせください。
●問合せ　鹿児島交通株式会社　☎099-254-8970

地域間幹線系統バス路線（上川内・鹿児島線）
及び高速バス「こしきじま号」の運賃変更
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　通所型サービスAを開設される事業所は、講習会（２
日間）の受講が必須です。開設を検討している事業所
は、ご参加ください。
●通所型サービスAの事業内容　
　高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業
　所。ミニデイサービス、運動、レクリエーション活動等
●日　時　１月30日（火）、31日（水）
　　　　　両日とも13：00～16：30
●場　所　防災センター会議室
●対象者　管理者または従事者のうち１名以上
●定　員　10名
●申込期限　１月19日（金）
●申込・問合せ　地域包括支援センター　☎33-5644

通所型サービスA従事者講習会の開催

令和６年１月から産前産後相当分の
国民健康保険税が減額されます

　次に該当する方は、お手続ください。
●対象者　国民健康保険の被保険者で、出産予定また
　　　　　は令和５年11月１日以降に出産した方（妊
　　　　　娠85日以上の出産で、死産・流産・早産及
　　　　　び人工妊娠中絶の場合も含む）
●減額内容　上記対象者にかかる所得割と均等割の全額
●減額期間　産前産後期間の４か月分
　　　　　（多胎妊娠の場合は６か月分）
●届出期間　出産予定の６か月前から届出可
●必要なもの　母子手帳・マイナンバーカード
　　　　　　（出産後の届出の場合は、母子の続柄が分
　　　　　　かるもの）
●問合せ　税務課　☎33-5616

いちき串木野市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画素案に
対するパブリックコメントの実施

●意見の提出方法
　住所、氏名、意見を記入し、担当課へ持参、郵送、
　FAX、メールのいずれかで提出してください。
※寄せられた意見に対する個別回答は行いません。
※意見は個人情報を除き公開されます。
●実施期間　１月10日（水）～24日（水）
●閲覧場所　長寿介護課、市ホームページ
　　　　　（右の二次元コードから）
●提出・問合せ　長寿介護課　☎33-5673　FAX 33-3300
　　　　　メール kaigo2@city.ichikikushikino.lg.jp

　精神障害者（主に統合失調症）のご家族を対象に
「家族支援教室」を開催します。
　ご家族同士で同じ悩みや体験などを語り合い、関わ
り方やサポートの仕方、地域で活用できる障害福祉
サービスのことなど一緒に情報交換しませんか。
●日　時　１月25日（木）14：00～16：00
●場　所　串木野健康増進センター
●参加費　無料
●申込期限　１月12日（金）
●問合せ　串木野健康増進センター　☎33-3450
　　　　　伊集院保健所　☎099-272-6301 　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、か

つ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円
以下の場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告
は必要ありません。
　ただし、医療費控除等による還付を受けるために
は、確定申告をする必要があります。
　また、確定申告の必要がない場合でも、公的年金、給
与以外の収入がある方や、各種控除を追加したい方は、
市県民税申告が必要になりますのでご注意ください。
　詳しくは、国税庁ホームページ
（右の二次元コード）をご覧ください。
●問合せ　税務課　　　　☎33-5616
　　　　　伊集院税務署　☎099-273-2541

公的年金収入のある方の確定申告

　県税や市税・町税の滞納により差押えを行った物件
を、県と市町が合同で公売会を開催します。
●日　時　１月25日（木）
　　　　　開場９：00、入札開始９：40
●場　所　かごしま県民交流センター
　　　　　２階大・中ホール、展示ロビー
●公売予定物件　電化製品、日用品など226件
●公売方法　入札及びせり売りによる
●入札参加方法
　身分証明証、購入代金を持参（事前申込は不要）
※法人の場合は、登記事項証明書（商業・法人登記）
　が必要です。
※法人の代表者以外の代理人が入札に参加する場合は
　委任状が必要です。
●問合せ　鹿児島地域振興局納税課　
　　　　　☎099-805-7260

令和５年度県・市町合同公売会

　日本は、先進国の中で、唯一、口腔がんの死亡数が増
加しています。初期は、自覚症状がほとんどありませ
ん。１年に１回は歯科検診を受診しましょう。
●日　時　２月３日（土）13：00～16：00
●場　所　串木野健康増進センター　２階
●対象者
　市内在住の方で、歯ぐき、舌、粘膜等お口の中に症状
　がある方（口腔がん治療中の方は対象外）
※初めての方を優先します。
※昨年までにこの検診を受診した方は、キャンセル待ち
　となります。
●検診料　無料
●検診内容　鹿児島大学病院歯科口腔外科専門医による
　　　　 口腔内の視診、触診を行い、粘膜の症状、
　　　　　色調、腫瘤の有無を確認。むし歯の有無や
　　　　　歯周病検診は行いません。
●定　員　25名（定員になり次第締切）
●申込期間　１月11日（木）9：00～26日（金）
●申込・問合せ　串木野健康増進センター　☎33-3450

無料口腔がん検診の募集

精神障害者家族支援教室のご案内

　償却資産とは、法人または個人が、工場・商店経営、
駐車場・アパート経営など、その事業のために用いてい
る構築物、機械、器具、備品等で、減価償却の対象にな
るものをいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課
税されます。
　また、土地や家屋と異なり申告制になっており、償却
資産の所有者は、毎年その償却資産が所在する市町村の
長に、その年の１月１日（賦課期日）現在の償却資産の
状況を、１月末日までに申告してください。
●課税対象（具体例）

●課税対象外
①耐用年数が１年未満のもの
②取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定
　により一時に損金算入されたもの
③取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定
　により３年以内に一括して均等償却するもの
④自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの
※②・③の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数
　により通常の減価償却を行っているものは課税の対象
　になります。
※詳しくは、右の二次元コードからご確認
　ください。
●問合せ　税務課　☎33-5617

償却資産（固定資産税）の申告

　法人または個人が家屋の屋根・土地等に設置した太
陽光発電システムは、償却資産として固定資産税が課
税される場合があります。
　１月１日（賦課期日）現在で当該設備がある方は、
次の表で確認し、１月末日までに償却資産の申告をし
てください。

※パネルが家屋と一体となっている（建材型パネル）
　場合、家屋として課税されるため申告の必要はあり
　ません。詳しくはお問い合わせください。
●問合せ　税務課　☎33-5617

太陽光発電システムに対する課税

個人
（住宅用）

発電量が10kw未満

対　象 具体例

申告は不要

申告が必要

申告が必要

発電量が10kw以上

個人
（事業用）

法人
（事業用）

余剰買取または全
量買取を電力会社
と契約している場
合、申告が必要

構築物

機械及び
装置

航空機

舗装路面、門・外灯、ゴルフ場の
ネット設備等、煙突、鉄塔、
広告塔、フェンス緑化
太陽光発電設備（発電量が 10kw
以上）、工作機械、建設用機械、
農業用機械、漁業用機械、食品加
工設備、その他機械設備等　
モーターボート、砂利採取船、
しゅんせつ船等
ヘリコプター、グライダー等
大型特殊自動車（車両ナンバーが
０か９で始まるもの）、貨車、
構内運搬具等
建設・測定用工具、事務機器類、
電気器具、自動販売機、理美容業
器具類、陳列棚、医療器具類、
スポーツ・娯楽業器具類等

船舶

車両及び
運搬具

工具器具・備品
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　通所型サービスAを開設される事業所は、講習会（２
日間）の受講が必須です。開設を検討している事業所
は、ご参加ください。
●通所型サービスAの事業内容　
　高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業
　所。ミニデイサービス、運動、レクリエーション活動等
●日　時　１月30日（火）、31日（水）
　　　　　両日とも13：00～16：30
●場　所　防災センター会議室
●対象者　管理者または従事者のうち１名以上
●定　員　10名
●申込期限　１月19日（金）
●申込・問合せ　地域包括支援センター　☎33-5644

通所型サービスA従事者講習会の開催

令和６年１月から産前産後相当分の
国民健康保険税が減額されます

　次に該当する方は、お手続ください。
●対象者　国民健康保険の被保険者で、出産予定また
　　　　　は令和５年11月１日以降に出産した方（妊
　　　　　娠85日以上の出産で、死産・流産・早産及
　　　　　び人工妊娠中絶の場合も含む）
●減額内容　上記対象者にかかる所得割と均等割の全額
●減額期間　産前産後期間の４か月分
　　　　　（多胎妊娠の場合は６か月分）
●届出期間　出産予定の６か月前から届出可
●必要なもの　母子手帳・マイナンバーカード
　　　　　　（出産後の届出の場合は、母子の続柄が分
　　　　　　かるもの）
●問合せ　税務課　☎33-5616

いちき串木野市高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画素案に
対するパブリックコメントの実施

●意見の提出方法
　住所、氏名、意見を記入し、担当課へ持参、郵送、
　FAX、メールのいずれかで提出してください。
※寄せられた意見に対する個別回答は行いません。
※意見は個人情報を除き公開されます。
●実施期間　１月10日（水）～24日（水）
●閲覧場所　長寿介護課、市ホームページ
　　　　　（右の二次元コードから）
●提出・問合せ　長寿介護課　☎33-5673　FAX 33-3300
　　　　　メール kaigo2@city.ichikikushikino.lg.jp

　精神障害者（主に統合失調症）のご家族を対象に
「家族支援教室」を開催します。
　ご家族同士で同じ悩みや体験などを語り合い、関わ
り方やサポートの仕方、地域で活用できる障害福祉
サービスのことなど一緒に情報交換しませんか。
●日　時　１月25日（木）14：00～16：00
●場　所　串木野健康増進センター
●参加費　無料
●申込期限　１月12日（金）
●問合せ　串木野健康増進センター　☎33-3450
　　　　　伊集院保健所　☎099-272-6301 　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、か

つ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円
以下の場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告
は必要ありません。
　ただし、医療費控除等による還付を受けるために
は、確定申告をする必要があります。
　また、確定申告の必要がない場合でも、公的年金、給
与以外の収入がある方や、各種控除を追加したい方は、
市県民税申告が必要になりますのでご注意ください。
　詳しくは、国税庁ホームページ
（右の二次元コード）をご覧ください。
●問合せ　税務課　　　　☎33-5616
　　　　　伊集院税務署　☎099-273-2541

公的年金収入のある方の確定申告

　県税や市税・町税の滞納により差押えを行った物件
を、県と市町が合同で公売会を開催します。
●日　時　１月25日（木）
　　　　　開場９：00、入札開始９：40
●場　所　かごしま県民交流センター
　　　　　２階大・中ホール、展示ロビー
●公売予定物件　電化製品、日用品など226件
●公売方法　入札及びせり売りによる
●入札参加方法
　身分証明証、購入代金を持参（事前申込は不要）
※法人の場合は、登記事項証明書（商業・法人登記）
　が必要です。
※法人の代表者以外の代理人が入札に参加する場合は
　委任状が必要です。
●問合せ　鹿児島地域振興局納税課　
　　　　　☎099-805-7260

令和５年度県・市町合同公売会

　日本は、先進国の中で、唯一、口腔がんの死亡数が増
加しています。初期は、自覚症状がほとんどありませ
ん。１年に１回は歯科検診を受診しましょう。
●日　時　２月３日（土）13：00～16：00
●場　所　串木野健康増進センター　２階
●対象者
　市内在住の方で、歯ぐき、舌、粘膜等お口の中に症状
　がある方（口腔がん治療中の方は対象外）
※初めての方を優先します。
※昨年までにこの検診を受診した方は、キャンセル待ち
　となります。
●検診料　無料
●検診内容　鹿児島大学病院歯科口腔外科専門医による
　　　　 口腔内の視診、触診を行い、粘膜の症状、
　　　　　色調、腫瘤の有無を確認。むし歯の有無や
　　　　　歯周病検診は行いません。
●定　員　25名（定員になり次第締切）
●申込期間　１月11日（木）9：00～26日（金）
●申込・問合せ　串木野健康増進センター　☎33-3450

無料口腔がん検診の募集

精神障害者家族支援教室のご案内

　償却資産とは、法人または個人が、工場・商店経営、
駐車場・アパート経営など、その事業のために用いてい
る構築物、機械、器具、備品等で、減価償却の対象にな
るものをいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課
税されます。
　また、土地や家屋と異なり申告制になっており、償却
資産の所有者は、毎年その償却資産が所在する市町村の
長に、その年の１月１日（賦課期日）現在の償却資産の
状況を、１月末日までに申告してください。
●課税対象（具体例）

●課税対象外
①耐用年数が１年未満のもの
②取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定
　により一時に損金算入されたもの
③取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定
　により３年以内に一括して均等償却するもの
④自動車税及び軽自動車税の課税対象となるもの
※②・③の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数
　により通常の減価償却を行っているものは課税の対象
　になります。
※詳しくは、右の二次元コードからご確認
　ください。
●問合せ　税務課　☎33-5617

償却資産（固定資産税）の申告

　法人または個人が家屋の屋根・土地等に設置した太
陽光発電システムは、償却資産として固定資産税が課
税される場合があります。
　１月１日（賦課期日）現在で当該設備がある方は、
次の表で確認し、１月末日までに償却資産の申告をし
てください。

※パネルが家屋と一体となっている（建材型パネル）
　場合、家屋として課税されるため申告の必要はあり
　ません。詳しくはお問い合わせください。
●問合せ　税務課　☎33-5617

太陽光発電システムに対する課税

個人
（住宅用）

発電量が10kw未満

対　象 具体例

申告は不要

申告が必要

申告が必要

発電量が10kw以上

個人
（事業用）

法人
（事業用）

余剰買取または全
量買取を電力会社
と契約している場
合、申告が必要

構築物

機械及び
装置

航空機

舗装路面、門・外灯、ゴルフ場の
ネット設備等、煙突、鉄塔、
広告塔、フェンス緑化
太陽光発電設備（発電量が 10kw
以上）、工作機械、建設用機械、
農業用機械、漁業用機械、食品加
工設備、その他機械設備等　
モーターボート、砂利採取船、
しゅんせつ船等
ヘリコプター、グライダー等
大型特殊自動車（車両ナンバーが
０か９で始まるもの）、貨車、
構内運搬具等
建設・測定用工具、事務機器類、
電気器具、自動販売機、理美容業
器具類、陳列棚、医療器具類、
スポーツ・娯楽業器具類等

船舶

車両及び
運搬具

工具器具・備品
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●家　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。
●入居基準　（主なもの）
・持ち家がなく、住宅に困っていること
・世帯の月額所得が158,000円以下であること
・同居する家族がいること
・市税や水道料金などの滞納がないこと
・原則として、公営住宅に入居していないこと
●入居時に必要なもの
・敷金（家賃の３か月分）
・駐車場保証金（2,520円 /１台）
※駐車場は１世帯につき１台まで
・連帯保証人（１人：個人または法人）
・緊急連絡先（１人）
●申込期限　１月19日（金）必着
●抽選日　１月26日（金）10：00
　　　　　市来庁舎２階研修室
●入居予定日　２月14日（水）以降

市営住宅入居者１月募集

郷野原住宅
(串木野庁舎近く)

ひばりが丘団地
(だいわ串木野店近く)

住宅名 構造・設備 単身入居

不可

不可

建設年度
募集戸数

昭和50年度
１戸

耐火２階建
２DK

入居可
(但し60歳以上)

耐火５階建
(２階)・４DK

耐火４階建
(３階)・３DK

平成元年度
１戸

平成5年度
１戸

文京町団地
(串木野高校近く)

●家　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。
●入居基準（主なもの）
・18歳以下の養育している子どもがいる方
・婚約中及び結婚されるなどの理由で、今後子育てが
　見込まれる世帯
●子育て支援
　18歳以下の養育するお子様１人につき1,000円の家
　賃減額助成

定住促進（子育て支援）住宅市営住宅

酔之尾東団地
(定住促進住宅)

住宅名

不可

１号棟
13戸

２号棟
15戸

照島
4946番地２

住所 戸数 単身入居

●家　賃　25,000円
※児童１人につき1,000円の減額助成があります
●入居基準（主なもの）
・持ち家がないこと
・15歳以下の養育する児童がいること（妊娠中も含む）
・現在、荒川地域以外に居住していること
※入居できる期間は中学生以下の子どもがいる間とな
　ります
●入居時に必要なもの
　「市営住宅入居者１月募集」と同様です。

【各随時募集の決定】
　随時募集の住宅は、申込先着順で決定します。
●申込・問合せ　都市建設課　☎21-5112
　　　　　都市建設課土木総合窓口係（串木野庁舎）

荒川地域振興住宅

荒川地域振興住宅
（荒川小学校近く）

住宅名

平成29年度
１戸

木造平屋建
３DK・水洗トイレ

構造・設備建設年度
募集戸数

市営・定住促進・地域振興住宅入居者　随時募集

荒川住宅

ウッドタウン

金山住宅

新田住宅

芹ケ野住宅

浜西住宅

ひばりが丘団地

文京町団地

松下住宅

佐保井住宅

珍ノ山住宅

中組住宅

日ノ出住宅

平佐原住宅

５戸

９戸

１戸

３戸

３戸

２戸

７戸

３戸

１戸

８戸

１戸

８戸

11戸

４戸

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

荒川1250番地2
(荒川小学校近く)

生福9874番地182
(脳神経外科近く)

金山14103番地14
(旭交流センター近く)

平江20271番地19
(串木野西中学校近く)

芹ケ野15231番地
(芹ケ野公民館近く)

羽島5234番地１
(羽島中学校近く)

ひばりが丘5604番地
(だいわ串木野店近く)

美住町57番地
(串木野高校近く)

冠岳12002番地
(元冠岳小学校近く)

大里4685番地２
(Aコープ大里店近く)

川上4168番地１
(川上小学校近く)

川上944番地１
(川上小学校近く)

湊町1丁目243番地
(アクアホール近く)

大里5523番地１
(市来小学校近く)

住宅名 住所 戸数 単身入居

●家賃、入居基準、入居時に必要なもの
　「市営住宅入居者　１月募集」と同様です

入居可
(60歳以上)

一部可
(60歳以上)

●日　時　１月28日（日）10：00～12：00
●場　所　中央公民館２階第２和室
●定　員　20名
●対象者　市内に居住または勤務（在学）している
　　　　　小学生高学年以上の方
●受講料　無料　
●申込期限　１月26日（金）
●申込・問合せ　消防本部　☎32-0119

普通救命講習会の受講者募集

　犯罪や事故に遭ったとき、または知ったときは、た
めらわず、すばやく110番通報しましょう。110番の際
は、警察官が次の内容を質問しますので、落ち着いて
通報してください。
●質問内容
・犯罪か事故か…けんか、事故、ドロボウなど
・時間、場所…店名や交差点など
・状況…事件、事故の被害やケガ人の有無・様子
・犯人…人数、人相、年齢、逃走方向など　
・通報した方の氏名、住所、電話番号
※犯罪・事故以外で、警察への相談事等は、最寄りの
　警察署・交番または警察相談専用電話（＃9110）に
　ご相談ください。
●問合せ　いちき串木野警察署　　　　☎33-0110
　　　　　いちき串木野地区防犯協会　☎32-9710

１月10日は「110番の日」

　市では、社会体育の普及推進と競技力の向上を図る
ため、スポーツ競技の全国大会または九州大会に出場
する個人や団体に対して補助を行っています。
●対象大会　
　児童生徒や社会人（大学生を含む）が参加するアマ
　チュアスポーツ大会で、都道府県教育委員会や日本
　スポーツ協会とその傘下の団体が主催・共催する全
　国大会等
※補助対象者や補助金額など詳細は、
　右の二次元コードからご確認ください。
●申請・問合せ　社会教育課　☎21-5129

全国大会等出場補助金
●募集期間　１月５日（金）～７月31日（水）
●応募方法　 Instagramへの投稿
●結果発表　 11月予定
※詳しくは右の二次元コードから市ホーム
　ページをご覧ください。
●問合せ　シティセールス課　☎33-5640

市公式Instagramフォトコンテストの実施
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●家　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。
●入居基準　（主なもの）
・持ち家がなく、住宅に困っていること
・世帯の月額所得が158,000円以下であること
・同居する家族がいること
・市税や水道料金などの滞納がないこと
・原則として、公営住宅に入居していないこと
●入居時に必要なもの
・敷金（家賃の３か月分）
・駐車場保証金（2,520円 /１台）
※駐車場は１世帯につき１台まで
・連帯保証人（１人：個人または法人）
・緊急連絡先（１人）
●申込期限　１月19日（金）必着
●抽選日　１月26日（金）10：00
　　　　　市来庁舎２階研修室
●入居予定日　２月14日（水）以降

市営住宅入居者１月募集

郷野原住宅
(串木野庁舎近く)

ひばりが丘団地
(だいわ串木野店近く)

住宅名 構造・設備 単身入居

不可

不可

建設年度
募集戸数

昭和50年度
１戸

耐火２階建
２DK

入居可
(但し60歳以上)

耐火５階建
(２階)・４DK

耐火４階建
(３階)・３DK

平成元年度
１戸

平成5年度
１戸

文京町団地
(串木野高校近く)

●家　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。
●入居基準（主なもの）
・18歳以下の養育している子どもがいる方
・婚約中及び結婚されるなどの理由で、今後子育てが
　見込まれる世帯
●子育て支援
　18歳以下の養育するお子様１人につき1,000円の家
　賃減額助成

定住促進（子育て支援）住宅市営住宅

酔之尾東団地
(定住促進住宅)

住宅名

不可

１号棟
13戸

２号棟
15戸

照島
4946番地２

住所 戸数 単身入居

●家　賃　25,000円
※児童１人につき1,000円の減額助成があります
●入居基準（主なもの）
・持ち家がないこと
・15歳以下の養育する児童がいること（妊娠中も含む）
・現在、荒川地域以外に居住していること
※入居できる期間は中学生以下の子どもがいる間とな
　ります
●入居時に必要なもの
　「市営住宅入居者１月募集」と同様です。

【各随時募集の決定】
　随時募集の住宅は、申込先着順で決定します。
●申込・問合せ　都市建設課　☎21-5112
　　　　　都市建設課土木総合窓口係（串木野庁舎）

荒川地域振興住宅

荒川地域振興住宅
（荒川小学校近く）

住宅名

平成29年度
１戸

木造平屋建
３DK・水洗トイレ

構造・設備建設年度
募集戸数

市営・定住促進・地域振興住宅入居者　随時募集

荒川住宅

ウッドタウン

金山住宅

新田住宅

芹ケ野住宅

浜西住宅

ひばりが丘団地

文京町団地

松下住宅

佐保井住宅

珍ノ山住宅

中組住宅

日ノ出住宅

平佐原住宅

５戸

９戸

１戸

３戸

３戸

２戸

７戸

３戸

１戸

８戸

１戸

８戸

11戸

４戸

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

不可

荒川1250番地2
(荒川小学校近く)

生福9874番地182
(脳神経外科近く)

金山14103番地14
(旭交流センター近く)

平江20271番地19
(串木野西中学校近く)

芹ケ野15231番地
(芹ケ野公民館近く)

羽島5234番地１
(羽島中学校近く)

ひばりが丘5604番地
(だいわ串木野店近く)

美住町57番地
(串木野高校近く)

冠岳12002番地
(元冠岳小学校近く)

大里4685番地２
(Aコープ大里店近く)

川上4168番地１
(川上小学校近く)

川上944番地１
(川上小学校近く)

湊町1丁目243番地
(アクアホール近く)

大里5523番地１
(市来小学校近く)

住宅名 住所 戸数 単身入居

●家賃、入居基準、入居時に必要なもの
　「市営住宅入居者　１月募集」と同様です

入居可
(60歳以上)

一部可
(60歳以上)

●日　時　１月28日（日）10：00～12：00
●場　所　中央公民館２階第２和室
●定　員　20名
●対象者　市内に居住または勤務（在学）している
　　　　　小学生高学年以上の方
●受講料　無料　
●申込期限　１月26日（金）
●申込・問合せ　消防本部　☎32-0119

普通救命講習会の受講者募集

　犯罪や事故に遭ったとき、または知ったときは、た
めらわず、すばやく110番通報しましょう。110番の際
は、警察官が次の内容を質問しますので、落ち着いて
通報してください。
●質問内容
・犯罪か事故か…けんか、事故、ドロボウなど
・時間、場所…店名や交差点など
・状況…事件、事故の被害やケガ人の有無・様子
・犯人…人数、人相、年齢、逃走方向など　
・通報した方の氏名、住所、電話番号
※犯罪・事故以外で、警察への相談事等は、最寄りの
　警察署・交番または警察相談専用電話（＃9110）に
　ご相談ください。
●問合せ　いちき串木野警察署　　　　☎33-0110
　　　　　いちき串木野地区防犯協会　☎32-9710

１月10日は「110番の日」

　市では、社会体育の普及推進と競技力の向上を図る
ため、スポーツ競技の全国大会または九州大会に出場
する個人や団体に対して補助を行っています。
●対象大会　
　児童生徒や社会人（大学生を含む）が参加するアマ
　チュアスポーツ大会で、都道府県教育委員会や日本
　スポーツ協会とその傘下の団体が主催・共催する全
　国大会等
※補助対象者や補助金額など詳細は、
　右の二次元コードからご確認ください。
●申請・問合せ　社会教育課　☎21-5129

全国大会等出場補助金
●募集期間　１月５日（金）～７月31日（水）
●応募方法　 Instagramへの投稿
●結果発表　 11月予定
※詳しくは右の二次元コードから市ホーム
　ページをご覧ください。
●問合せ　シティセールス課　☎33-5640

市公式Instagramフォトコンテストの実施
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●募集対象　市内在住、または市内に勤務されている成人
●受講料　無料
●申　込
・右の二次元コード（市ホームページ）から。
・社会教育課、中央公民館、アクアホールにある申込用紙に記入してポストに投函または持参。
・FAX（36-5044）で申込。氏名、住所、電話番号、年齢、申込講座名・組を記入。
※電話申込は、受け付けていません。
●申込期限　１月18日（木）
※定員を超えた場合は、抽選で決めます。（先着順ではありません）
※申込結果は１月19日頃発送予定。（定員に満たない場合、開講を中止することがあります）
●問合せ　社会教育課　☎21-5128

●対　象　市内在住、または勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
●受講料　無料（ただし、材料費は実費自己負担）　※当日のキャンセルは、材料費をいただくことがあります。
●申　込　１月12日（金）～18日（木）までに働く女性の家（☎32-7130）へ電話でお申し込みください。
　　　　　※受付時間：火曜～土曜、９：00～17：00
●託　児　満１歳以上～未就学児。希望する方は、申し込み時にお知らせください。保険料が別途かかります。
　　　　　（１歳児は定員３名、対象外の託児は個別にご相談ください）

生涯学習講座（短期講座）受講生募集

美文字のコツを
学ぶ講座

中央公民館

講座名

２/２（金）
２/16（金）
３/１（金）
（全３回）

Ａ組
18：00～18：45、５名
Ｂ組
19：00～19：45、５名

簡単レッスンで、美しい
文字を書くコツを学びま
す。文字を整え、喜びを
感じられたら幸いです。

実施日 会場 人数・時間

働く女性の家いきいき女性講座

クロスステッチの
お雛さま飾り

春を感じる
お花の寄植え

２/22（木）
10：00～12：00

各４回

１回

各15名

15名

講座名 講座内容（材料費等）

２/６・13・20・27（火）
２/10・17・24・3/2（土）

10：00～12：00

クロスステッチで刺すお雛様飾りを
作ります。（刺繍針・はさみ・筆記
用具・材料費1,900円程度）

暖かい春はそこまできています。春
の花に触れて一足早く春を感じてみ
ませんか。（材料費1,500円程度）

日　時 会　場 定　員

内容
　令和５年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢また
は退職を支給事由とする年金を受け取られた方へ、日
本年金機構から「令和５年分公的年金等の源泉徴収
票」が１月中旬以降、順次送付されます。この「公的
年金等の源泉徴収票」は、所得税及び復興特別所得税
の確定申告や市県民税申告の際に必要となりますので
大切に保管してください。万が一、紛失した場合は、
次の窓口へお問い合わせください。
●源泉徴収票の再交付
・ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165
※祝日（第２土曜日を除く）は利用できません。
※基礎年金番号をお手元にご準備ください。
※送付までに２週間ほどかかります。
※送付先は受給者ご本人の住所宛となります。
・ねんきんネットで再交付申請
　ねんきんネットで検索、または、右の
　二次元コードから
・川内年金事務所の窓口
　年金事務所窓口での再発行を希望する方は、事前に
　お問い合わせください。
●問合せ　ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165
　　　　　川内年金事務所　　☎22-5276

　20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入することが
義務付けられています。該当者には、国民年金保険料の
納付書と基礎年金番号通知書が送られてきます。
●国民年金のポイント
・将来の大きな支えになります
　国が責任をもって運営するため安定しており、年金の
　給付は生涯にわたって保障されます。
・老後のためだけのものではありません
　国民年金には、老齢年金のほか、障害年金や遺族年金
　もあります。障害年金は、病気やケガで障害が残った
　ときに受け取れます。遺族年金は、加入者が死亡した
　場合、その加入者により生計を維持されていた遺族　
　（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。
●毎月納められないときは…
・学生納付特例制度
　学生で、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保
　険料の納付が猶予される制度です。
・免除制度
　本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一定額以下
　の場合や、失業等の理由がある場合に、保険料の納付
　が全額または一部（４分の３、半額、４分の１）免除
　される制度です。
・納付猶予制度
　学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得
　が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予される制
　度です。
※詳しくは、右の二次元コードから動画で
　解説しています。
●手続き・問合せ　市民生活課　　　☎33-5612
　　　　　　　　　川内年金事務所　☎22-5276

20歳になったら国民年金

　年金についてわからないこと、過去に厚生年金・船
員保険などに加入していた方もご相談できます。
●日　時　２月１日（木）９：30～15：30　※要予約
●場　所　市来庁舎　１階会議室
●相談員　川内年金事務所職員
●申込期限　１月25日（木）
●当日持参するもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、
　健康保険証等)
※代理の場合、委任状と代理人の本人確認書類
●申込・問合せ　市民生活課　　　☎33-5612
　　　　　市来庁舎市民課　☎21-5111

年金相談所の開設

公的年金等の源泉徴収票は大切に

　市学校給食会では、令和６年度給食物資の納入を希
望する事業者の指定願申請を受け付けます。
●受付期間　１月15日（月）～26日（金）
●受付場所　市学校給食会（学校給食センター）
●資　格　次のすべてを満たしていること。
・原則として市内に営業所があること
・引続き１年以上同種の営業を継続していること
・衛生管理の徹底を図っていること
・年１回以上の検便（大腸菌０-157・赤痢菌・サルモ
　ネラ菌等）を実施していること
・市税を納期到来分まで完納していること
・物資納入業者指定選定基準を満たしていること
※この指定有効期間は１年間です。引き続き希望する
　事業者も新たに申請が必要です。
●問合せ　学校給食センター　☎33-0239

令和６年度学校給食用物資の納入希望者の受付
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●募集対象　市内在住、または市内に勤務されている成人
●受講料　無料
●申　込
・右の二次元コード（市ホームページ）から。
・社会教育課、中央公民館、アクアホールにある申込用紙に記入してポストに投函または持参。
・FAX（36-5044）で申込。氏名、住所、電話番号、年齢、申込講座名・組を記入。
※電話申込は、受け付けていません。
●申込期限　１月18日（木）
※定員を超えた場合は、抽選で決めます。（先着順ではありません）
※申込結果は１月19日頃発送予定。（定員に満たない場合、開講を中止することがあります）
●問合せ　社会教育課　☎21-5128

●対　象　市内在住、または勤務している女性を優先し、男性の方も受講できます。
●受講料　無料（ただし、材料費は実費自己負担）　※当日のキャンセルは、材料費をいただくことがあります。
●申　込　１月12日（金）～18日（木）までに働く女性の家（☎32-7130）へ電話でお申し込みください。
　　　　　※受付時間：火曜～土曜、９：00～17：00
●託　児　満１歳以上～未就学児。希望する方は、申し込み時にお知らせください。保険料が別途かかります。
　　　　　（１歳児は定員３名、対象外の託児は個別にご相談ください）

生涯学習講座（短期講座）受講生募集

美文字のコツを
学ぶ講座

中央公民館

講座名

２/２（金）
２/16（金）
３/１（金）
（全３回）

Ａ組
18：00～18：45、５名
Ｂ組
19：00～19：45、５名

簡単レッスンで、美しい
文字を書くコツを学びま
す。文字を整え、喜びを
感じられたら幸いです。

実施日 会場 人数・時間

働く女性の家いきいき女性講座

クロスステッチの
お雛さま飾り

春を感じる
お花の寄植え

２/22（木）
10：00～12：00

各４回

１回

各15名

15名

講座名 講座内容（材料費等）

２/６・13・20・27（火）
２/10・17・24・3/2（土）

10：00～12：00

クロスステッチで刺すお雛様飾りを
作ります。（刺繍針・はさみ・筆記
用具・材料費1,900円程度）

暖かい春はそこまできています。春
の花に触れて一足早く春を感じてみ
ませんか。（材料費1,500円程度）

日　時 会　場 定　員

内容
　令和５年中に厚生年金保険、国民年金等の老齢また
は退職を支給事由とする年金を受け取られた方へ、日
本年金機構から「令和５年分公的年金等の源泉徴収
票」が１月中旬以降、順次送付されます。この「公的
年金等の源泉徴収票」は、所得税及び復興特別所得税
の確定申告や市県民税申告の際に必要となりますので
大切に保管してください。万が一、紛失した場合は、
次の窓口へお問い合わせください。
●源泉徴収票の再交付
・ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165
※祝日（第２土曜日を除く）は利用できません。
※基礎年金番号をお手元にご準備ください。
※送付までに２週間ほどかかります。
※送付先は受給者ご本人の住所宛となります。
・ねんきんネットで再交付申請
　ねんきんネットで検索、または、右の
　二次元コードから
・川内年金事務所の窓口
　年金事務所窓口での再発行を希望する方は、事前に
　お問い合わせください。
●問合せ　ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165
　　　　　川内年金事務所　　☎22-5276

　20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入することが
義務付けられています。該当者には、国民年金保険料の
納付書と基礎年金番号通知書が送られてきます。
●国民年金のポイント
・将来の大きな支えになります
　国が責任をもって運営するため安定しており、年金の
　給付は生涯にわたって保障されます。
・老後のためだけのものではありません
　国民年金には、老齢年金のほか、障害年金や遺族年金
　もあります。障害年金は、病気やケガで障害が残った
　ときに受け取れます。遺族年金は、加入者が死亡した
　場合、その加入者により生計を維持されていた遺族　
　（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。
●毎月納められないときは…
・学生納付特例制度
　学生で、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保
　険料の納付が猶予される制度です。
・免除制度
　本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一定額以下
　の場合や、失業等の理由がある場合に、保険料の納付
　が全額または一部（４分の３、半額、４分の１）免除
　される制度です。
・納付猶予制度
　学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得
　が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予される制
　度です。
※詳しくは、右の二次元コードから動画で
　解説しています。
●手続き・問合せ　市民生活課　　　☎33-5612
　　　　　　　　　川内年金事務所　☎22-5276

20歳になったら国民年金

　年金についてわからないこと、過去に厚生年金・船
員保険などに加入していた方もご相談できます。
●日　時　２月１日（木）９：30～15：30　※要予約
●場　所　市来庁舎　１階会議室
●相談員　川内年金事務所職員
●申込期限　１月25日（木）
●当日持参するもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、
　健康保険証等)
※代理の場合、委任状と代理人の本人確認書類
●申込・問合せ　市民生活課　　　☎33-5612
　　　　　市来庁舎市民課　☎21-5111

年金相談所の開設

公的年金等の源泉徴収票は大切に

　市学校給食会では、令和６年度給食物資の納入を希
望する事業者の指定願申請を受け付けます。
●受付期間　１月15日（月）～26日（金）
●受付場所　市学校給食会（学校給食センター）
●資　格　次のすべてを満たしていること。
・原則として市内に営業所があること
・引続き１年以上同種の営業を継続していること
・衛生管理の徹底を図っていること
・年１回以上の検便（大腸菌０-157・赤痢菌・サルモ
　ネラ菌等）を実施していること
・市税を納期到来分まで完納していること
・物資納入業者指定選定基準を満たしていること
※この指定有効期間は１年間です。引き続き希望する
　事業者も新たに申請が必要です。
●問合せ　学校給食センター　☎33-0239

令和６年度学校給食用物資の納入希望者の受付
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